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安
全
保
障
会
議
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

対
照
表 

○ 

安
全
保
障
会
議
設
置
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
七
十
一
号
）
（
第
一
条
関
係
） 

 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
。
破
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

修 

正 

案 

改 

正 

案 

現 
 

行 

 
 

 
 

 

 

（
所
掌
事
務
等
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
同
項
第
五
号
か
ら
第
八
号

ま
で
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
内
閣
総
理

大
臣
が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
会
議
に

諮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

  

（
資
料
提
供
等
） 

第
六
条 

内
閣
官
房
長
官
及
び
関
係
行
政
機
関
の
長

は
、
会
議
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
議
に
対
し
、

国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
資
料
又
は
情
報
で
あ
つ

て
、
会
議
の
審
議
に
資
す
る
も
の
を
、
適
時
に
提
供

す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
所
掌
事
務
等
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま

で
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
会
議

に
諮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

３ 

（
略
） 

 

（
資
料
提
供
等
） 

第
六
条 

内
閣
官
房
長
官
及
び
関
係
行
政
機
関
の
長

は
、
会
議
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
議
に
対
し
、

国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
資
料
又
は
情
報
で
あ
つ

て
、
会
議
の
審
議
に
資
す
る
も
の
を
、
適
時
に
提
供

す
る
も
の
と
す
る
。 

（
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
等
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
会
議
は
、
国
防
に

関
す
る
重
要
事
項
及
び
重
大
緊
急
事
態
へ
の
対
処
に

関
す
る
重
要
事
項
に
つ
き
、
必
要
に
応
じ
、
内
閣
総

理
大
臣
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 
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２ 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
官
房
長
官
及

び
関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
議
長
の
求
め
に
応
じ
て
、

会
議
に
対
し
、
国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
資
料
又
は

情
報
の
提
供
及
び
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

会
議
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣

官
房
長
官
及
び
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
国
家

安
全
保
障
に
関
す
る
資
料
又
は
情
報
の
提
供
及
び
説

明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

      
 

 
 

 
 

 


